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区分 所得状況
自己負担限度額（月額）

3回目まで 4回目以降（※ 2）

上位所得 所得（※ 1）が
600 万円を超える

150,000 円＋医療費が 500,000 円を超
えた場合は、その超えた分の 1％ 83,400 円

一般 所得が 600 万円以下 80,100 円＋医療費が 267,000 円を超え
た場合は、その超えた分の 1％ 44,400 円

住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

区分 所得状況
自己負担限度額（月額）

3回目まで 4回目以降（※2）

上位
所得

所得（※ 1）が
901 万円を超える

252,600 円 ＋ 医 療 費 が
842,000 円を超えた場合
は、その超えた分の 1％

140,100 円

所得が 600 万円を
超え 901 万円以下

167,400 円 ＋ 医 療 費 が
558,000 円を超えた場合
は、その超えた分の 1％

93,000 円

一般

所得が 210 万円を
超え 600 万円以下

80,100 円 ＋ 医 療 費 が
267,000 円を超えた場合
は、その超えた分の 1％

44,400 円

所得が 210 万円以
下（住民税非課税
世帯を除く）

57,600 円 44,400 円

住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

【平成 26 年 12 月 31 日まで】

【平成 27年 1月 1日から】

所得区分を細分化
することによって、
それぞれの所得に
応じた負担になる
ように限度額が変
更されます。

⇒

　医療費の自己負担を一定の限度までとする「高額療養費制度」が
改正されます。70歳未満の人の限度額は、これまで 3段階でしたが、
平成 27年 1月から 5段階になります。（70歳以上の人の限度額に変
更はありません。）

高額療養費制度が改正されます 要介護認定者等の障害者控除と
おむつ代の医療費控除

「限度額適用認定証」
（住民税非課税世帯の人は、
　「限度額適用・標準負担額減額認定証」）
今年度の限度額適用認定証をお持ちの人には、
12月末までに 1月以降の新区分の認定証をお送
りしました。医療機関受診の際は、新しい認定
証をご提示ください。

※「限度額適用認定証
　　（限度額適用・標準負担額減額認定証）」とは…
医療費が高額になるときは、入院・外来、どちらの場
合でもこの認定証を提示すれば、医療機関の窓口での
負担は所定の限度額までになります。認定証は、あら
かじめ、担当窓口に交付の申請が必要です。

問 市役所国保年金課　☎ 055-948-2905

問 市役所長寿福祉課　☎ 0558-76-8009

70 歳未満の人の限度額が平成 27年 1月から改正

【
要
介
護
認
定
者
の
障
害
者
控
除
】

【
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
】

■ 

認
定
書
の
交
付
申
請

【
窓
口
】

・
長
寿
福
祉
課
（
大
仁
庁
舎
）

【
持
ち
物
】

・ 

申
請
者
本
人
を
確
認
で
き
る
書
類
（
申
請
者
が
本
人
、

ま
た
は
そ
の
同
一
世
帯
で
生
計
を
一
に
す
る
親
族
以
外

の
場
合
は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。）

・
申
請
者
の
印
鑑

【
郵
送
で
申
請
さ
れ
る
場
合
】

　

申
請
書
と
返
信
用
の
封
筒
を
同
封
の
う
え
、
長
寿
福
祉

課
ま
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
、
長
寿
福
祉
課

窓
口
で
配
布
、
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

確
定
申
告
の
際
、
お
む
つ
代
が
医
療
費
控
除
と
し
て
認
め
ら
れ

る
に
は
、医
師
が
発
行
し
た「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」が
必
要
で
す
。

【
注
意
】

　

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定

者
で
、
お
む
つ
代
の
医
療
費

控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目

以
降
で
あ
る
場
合
に
は
、
市

が
発
行
す
る
「
お
む
つ
代
医

療
費
控
除
用
医
師
意
見
書
確

認
書
」
が
あ
れ
ば
、
医
療
費

控
除
の
対
象
と
し
て
認
め
ら

れ
ま
す
。

〒 410-2396　伊豆の国市田京 299-6

確定申告の時に必要です

　

65
歳
以
上
で
、
市
か
ら
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
人
の
場
合
、「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」
を
確
定
申
告
の
際
に
提
示
す
る
こ
と
で
、

所
得
税
や
市
・
県
民
税
の
障
害
者
控
除
、
ま
た
は
特

別
障
害
者
控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
要
介
護
１
〜
３
で
身
体
上
の
障
害
の
み
ら
れ
な
い

人
や
要
支
援
１
・
２
の
人
は
対
象
外
で
す
。）

※ 

障
害
の
認
定
は
、
平
成
26
年
12
月
31
日
現
在
の
要

介
護
認
定
の
状
況
に
よ
り
ま
す
。

※ 

申
請
い
た
だ
い
て
も
、
認
定

時
の
主
治
医
意
見
書
の
記
載

状
況
に
よ
り
、
確
認
書
を
発

行
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
希
望
さ
れ
る
人
は
あ
ら

か
じ
め
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※ 

お
む
つ
の
購
入
代
金
に
つ
い

て
補
助
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■ 

認
定
書
の
交
付
申
請

【
窓
口
】

・
長
寿
福
祉
課
（
大
仁
庁
舎
）

【
持
ち
物
】

・ 

申
請
者
本
人
を
確
認
で
き
る
書
類
（
申
請
者
が
本
人
、

ま
た
は
そ
の
同
一
世
帯
で
生
計
を
一
に
す
る
親
族
以

外
の
場
合
は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。）

・
申
請
者
の
印
鑑

※１　 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」
のことです。

※２　 過去 12 カ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が 4 回以上あった場合の
4回目以降の限度額です。




